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令和 ８年 ２月 ２日 

被 保 険 者 各 位 

京成電鉄健康保険組合 

健康保険被扶養者の現況調査について 

 

  健康保険組合では、健康保険法施行規則ならびに厚生労働省からの通達に基づき、被扶養者の現況調査を適宜

実施しております。つきましては、被扶養者が今年の調査対象に該当する被保険者の方に、健康保険被扶養者調

査に関する書類を配布しますので、下記要領によりご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．調査事項  該当する被扶養者の職業・収入等の状況について 

 

２．調査対象  令和８年２月１日時点の被扶養者のうち、「配偶者」または「６５歳以上の者」 

ただし、以下に該当する者を除く。 

 ・資格取得日が令和７年２月２日以降の者 

 ・生年月日が昭和２６年２月１日～昭和２６年３月３１日の者（７５歳に達する者） 

 ・令和８年４月１日付で合併・再編対象となる京成健保加入事業所の者 

 

３．調査方法  調査対象となる方の自宅に順次「健康保険被扶養者現況調査書」を発送いたします。 

書類が届きましたら、調査書に被扶養者の現況について記入し、調査対象となる被扶養者

の収入が確認できる書類を添えて、提出してください。 

（被扶養者の勤務先の令和７年の源泉徴収票、もしくは居住する自治体が発行する直近の

（非）課税証明書または所得証明書） 

※年金（老齢、厚生、障害、遺族、恩給等）受給者は、さらに直近の年金額振込通知書または 

年金改定通知書の写し 等を添えて下さい。 

※参考資料として【「健康保険被扶養者現況調査(検認)」の実施について】を同封しますので、 

ご活用下さい 

 

４．提 出 先   〒１６２－８７９０ 東京都新宿区東五軒町６－２２ フロントプレイス飯田橋２階２０１ 

 ㈱法研 京成電鉄健康保険組合 被扶養者現況調査担当 宛 

 

５．提出方法  提出先を記載した返信用封筒（切手不要）を送付しますので、これを用いて書類を提出先に

直接郵送してください。（当健保組合・各事業所での受付は行いません） 

                    

６．提出期限  令和８年３月２日（月）必着   ※提出期限を厳守願います。 

 

７．問い合わせ先 ㈱法研 法研コールセンター 

（京成電鉄健康保険組合 被扶養者現況調査専用ダイヤル） 

         ＴＥＬ ：０８００－８００－１６３４（無料通話） 

         受付時間：９：００～１７：００（土日祝日除く） 

 

８．留意事項   ①ご提出いただいた書類は当該の被扶養者資格の確認等、健康保険業務のみに使用します。 

また、書類の返却はできませんのでご了承ください。 

なお、ご提出いただいた書類の内容に応じ、別途追加で書類を提出していただく場合があり

ます。 

        ②提出期限までに調査書類を提出しなかった場合は、健康保険法施行規則に基づき、調査 

対象者に交付している被保険者の資格無効措置を行う場合があります。 

 

９．そ の 他  今回の調査対象外であっても、既に就職・収入超過等で被扶養者の資格を喪失している場合

は、すみやかに次の手続きを別途、事業所を通じて当健康保険組合に対し実施してください。 

         ・｢健康保険被扶養者（異動）届｣を提出し、被扶養者喪失の届出をしてください。 

         ・就職により資格を喪失している場合は、資格喪失日確認のため、｢健康保険被扶養者 

（異動）届｣の提出の際、就職先の健康保険組合で発行した「資格確認のお知らせ」の 

コピーを添付してください。 

以上 


